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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陸上モード信号に基づいてエンジン出力分配器がエンジンの出力を装軌へ伝えることに
より前記装軌によって陸上を走行する陸上走行と、水上モード信号に基づいて前記エンジ
ン出力分配器が前記エンジンの出力をウォータジェットへ伝えることにより前記ウォータ
ジェットによって水上を航行する水上航行と、中間モード信号に基づいて前記エンジン出
力分配器が前記エンジンの出力を前記装軌と前記ウォータジェットへ伝えることにより前
記装軌と前記ウォータジェットによって水際を走行する水際走行とを行うことが可能な水
陸両用車の車両制御装置であって、
　前記水陸両用車が前記陸上から前記水上に向かうときの陸上モードから水際モードへの
モード切り替えを行うための前記中間モード信号及び水際モードから水上モードへのモー
ド切り替えを行うための前記水上モード信号、又は、前記水上から前記陸上へ向かうとき
の水上モードから水際モードへのモード切り替えを行うための前記中間モード信号及び水
際モードから陸上モードへのモード切り替えを行うための前記陸上モード信号を、前記水
陸両用車にかかる負荷値に基づいて前記エンジン出力分配器へ出力することを特徴とする
水陸両用車の車両制御装置。
【請求項２】
　陸上モード信号に基づいてエンジン出力分配器がエンジンの出力を装軌へ伝えることに
より前記装軌によって陸上を走行する陸上走行と、水上モード信号に基づいて前記エンジ
ン出力分配器が前記エンジンの出力をウォータジェットへ伝えることにより前記ウォータ
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ジェットによって水上を航行する水上航行と、中間モード信号に基づいて前記エンジン出
力分配器が前記エンジンの出力を前記装軌と前記ウォータジェットへ伝えることにより前
記装軌と前記ウォータジェットによって水際を走行する水際走行とを行うことが可能な水
陸両用車の車両制御装置であって、
　前記水陸両用車が前記陸上から前記水上に向かうときの陸上モードから水際モードへの
モード切り替えを行うための前記中間モード信号及び水際モードから水上モードへのモー
ド切り替えを行うための前記水上モード信号、又は、前記水上から前記陸上へ向かうとき
の水上モードから水際モードへのモード切り替えを行うための前記中間モード信号及び水
際モードから陸上モードへのモード切り替えを行うための前記陸上モード信号を、水際又
は海岸線に関わる計測値に基づいて前記エンジン出力分配器へ出力することを特徴とする
水陸両用車の車両制御装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載する水陸両用車の車両制御装置において、
　前記水陸両用車が中間モードのとき、前記エンジンの回転トルク又は前記エンジン出力
分配器と前記装軌との間に介設されているトランスミッションの回転トルクを検出する回
転トルクセンサの出力と、前記水陸両用車の車両速度を検出する車両速度センサの出力に
応じて設定する回転トルク閾値とを比較し、前記回転トルクセンサの出力が、前記車両速
度センサの出力に対応した値の前記回転トルク閾値以下になって前記装軌が空回りしてい
ると判定した場合には、前記エンジンへエンジン出力増加信号を出力する、又は、前記ト
ランスミッションへ減速比変更信号を出力することを特徴とする水陸両用車の車両制御装
置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は水陸両用車の車両制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図９は従来の水陸両用車の陸上走行時、水上航行時及び水際走行時の様子を示す図、図
１０は前記水陸両用車の動力系統を示すブロック図である。
【０００３】
　図９に示すように、水陸両用車１は、水陸両用車１に装備されている装軌２によって陸
上３を走行することと、水陸両用車１に装備されているウォータジェット４によって水上
５を航行することと、装軌２とウォータジェット４の両方によって水際６を走行すること
とが可能である。そして、これらの陸上走行、水上航行及び水際走行は、手動による水陸
両用車１の動力系統のモード切り替えによって実施される。
【０００４】
　詳述すると、図１０に示すように、水陸両用車１は、動力源であるエンジン１１と、エ
ンジン出力分配器１２とを備えている。エンジン出力分配器１２では、水陸両用車１の操
作者の手動による陸上モード（陸上走行）、水上モード（水上航行）及び中間モード（水
際走行）のモード切り替え操作に応じて、エンジン１１の出力を伝達する先を切り替える
。
【０００５】
　即ち、陸上モードに切り替えられると、エンジン出力分配器１２は、エンジン１１の出
力を、水陸両用車１に装備されているトランスミッション１３へ伝える。従って、エンジ
ン１１の出力は、トランスミッション１３を介して、水陸両用車１に装備されているスプ
ロケット（動輪）１４へ伝達される。その結果、エンジン１１によってスプロケット１４
が回転駆動され、このスプロケット１４によって装軌２が回転駆動される。このため、水
陸両用車１は、装軌２によって陸上走行をすることができる。
【０００６】
　水上モードに切り替えられると、エンジン出力分配器１２は、エンジン１１の出力をウ
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ォータジェット４へ伝える。このため、水陸両用車１は、ウォータジェット４によって水
上航行をすることができる。
【０００７】
　中間モードに切り替えられると、エンジン出力分配器１２は、エンジン１１の出力をト
ランスミッション１３（即ち装軌２）とウォータジェット４の両方に伝える。このため、
水陸両用車１は、装軌２とウォータジェット４の両方によって水際走行をすることができ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特表２０１０－５０９１１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記のように従来は操作者が手動で水陸両用車１のモード切り替えを行っているため、
水陸両用車１の操作に習熟していない操作者が水陸両用車１を操作する場合や、水陸両用
車１を操作中の視界が悪い場合には、水陸両用車１のモード切り替えをするタイミングを
誤ってしまうおそれがあった。
【００１０】
　従って本発明は上記の事情に鑑み、水陸両用車のモード切り替えを自動的に行うことな
どが可能な水陸両用車の車両制御装置を提供することを課題とする。
　なお、上記の特許文献１には水陸両用車が記載されているが、モード切り替えについて
は記載されていない。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決する第１発明の水陸両用車の車両制御装置は、陸上モード信号に基づい
てエンジン出力分配器がエンジンの出力を装軌へ伝えることにより前記装軌によって陸上
を走行する陸上走行と、水上モード信号に基づいて前記エンジン出力分配器が前記エンジ
ンの出力をウォータジェットへ伝えることにより前記ウォータジェットによって水上を航
行する水上航行と、中間モード信号に基づいて前記エンジン出力分配器が前記エンジンの
出力を前記装軌と前記ウォータジェットへ伝えることにより前記装軌と前記ウォータジェ
ットによって水際を走行する水際走行とを行うことが可能な水陸両用車の車両制御装置で
あって、
　前記水陸両用車が前記陸上から前記水上に向かうときの陸上モードから水際モードへの
モード切り替えを行うための前記中間モード信号及び水際モードから水上モードへのモー
ド切り替えを行うための前記水上モード信号、又は、前記水上から前記陸上へ向かうとき
の水上モードから水際モードへのモード切り替えを行うための前記中間モード信号及び水
際モードから陸上モードへのモード切り替えを行うための前記陸上モード信号を、前記水
陸両用車にかかる負荷値に基づいて前記エンジン出力分配器へ出力することを特徴とする
。
【００１２】
　また、第２発明の水陸両用車の車両制御装置は、陸上モード信号に基づいてエンジン出
力分配器がエンジンの出力を装軌へ伝えることにより前記装軌によって陸上を走行する陸
上走行と、水上モード信号に基づいて前記エンジン出力分配器が前記エンジンの出力をウ
ォータジェットへ伝えることにより前記ウォータジェットによって水上を航行する水上航
行と、中間モード信号に基づいて前記エンジン出力分配器が前記エンジンの出力を前記装
軌と前記ウォータジェットへ伝えることにより前記装軌と前記ウォータジェットによって
水際を走行する水際走行とを行うことが可能な水陸両用車の車両制御装置であって、
　前記水陸両用車が前記陸上から前記水上に向かうときの陸上モードから水際モードへの
モード切り替えを行うための前記中間モード信号及び水際モードから水上モードへのモー
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ド切り替えを行うための前記水上モード信号、又は、前記水上から前記陸上へ向かうとき
の水上モードから水際モードへのモード切り替えを行うための前記中間モード信号及び水
際モードから陸上モードへのモード切り替えを行うための前記陸上モード信号を、水際又
は海岸線に関わる計測値に基づいて前記エンジン出力分配器へ出力することを特徴とする
。
【００１３】
　また、第３発明の水陸両用車の車両制御装置は、第１又は第２発明の何れか１つの水陸
両用車の車両制御装置において、
　前記水陸両用車が中間モードのとき、前記エンジンの回転トルク又は前記エンジン出力
分配器と前記装軌との間に介設されているトランスミッションの回転トルクを検出する回
転トルクセンサの出力と、前記水陸両用車の車両速度を検出する車両速度センサの出力に
応じて設定する回転トルク閾値とを比較し、前記回転トルクセンサの出力が、前記車両速
度センサの出力に対応した値の前記回転トルク閾値以下になって前記装軌が空回りしてい
ると判定した場合には、前記エンジンへエンジン出力増加信号を出力する、又は、前記ト
ランスミッションへ減速比変更信号を出力することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　第１発明の水陸両用車の車両制御装置によれば、陸上モード信号に基づいてエンジン出
力分配器がエンジンの出力を装軌へ伝えることにより前記装軌によって陸上を走行する陸
上走行と、水上モード信号に基づいて前記エンジン出力分配器が前記エンジンの出力をウ
ォータジェットへ伝えることにより前記ウォータジェットによって水上を航行する水上航
行と、中間モード信号に基づいて前記エンジン出力分配器が前記エンジンの出力を前記装
軌と前記ウォータジェットへ伝えることにより前記装軌と前記ウォータジェットによって
水際を走行する水際走行とを行うことが可能な水陸両用車の車両制御装置であって、前記
水陸両用車が前記陸上から前記水上に向かうときの陸上モードから水際モードへのモード
切り替えを行うための前記中間モード信号及び水際モードから水上モードへのモード切り
替えを行うための前記水上モード信号、又は、前記水上から前記陸上へ向かうときの水上
モードから水際モードへのモード切り替えを行うための前記中間モード信号及び水際モー
ドから陸上モードへのモード切り替えを行うための前記陸上モード信号を、前記水陸両用
車にかかる負荷値に基づいて前記エンジン出力分配器へ出力することを特徴としているた
め、車両制御装置によって水陸両用車のモード切り替えを自動的に行うことができる。
　このため、水陸両用車の操作に習熟していない操作者が水陸両用車を操作する場合や、
水陸両用車を操作中の視界が悪い場合にも、水陸両用車のモード切り替えをするタイミン
グを誤ってしまうおそれがない。
【００１５】
　第２発明の水陸両用車の車両制御装置によれば、陸上モード信号に基づいてエンジン出
力分配器がエンジンの出力を装軌へ伝えることにより前記装軌によって陸上を走行する陸
上走行と、水上モード信号に基づいて前記エンジン出力分配器が前記エンジンの出力をウ
ォータジェットへ伝えることにより前記ウォータジェットによって水上を航行する水上航
行と、中間モード信号に基づいて前記エンジン出力分配器が前記エンジンの出力を前記装
軌と前記ウォータジェットへ伝えることにより前記装軌と前記ウォータジェットによって
水際を走行する水際走行とを行うことが可能な水陸両用車の車両制御装置であって、前記
水陸両用車が前記陸上から前記水上に向かうときの陸上モードから水際モードへのモード
切り替えを行うための前記中間モード信号及び水際モードから水上モードへのモード切り
替えを行うための前記水上モード信号、又は、前記水上から前記陸上へ向かうときの水上
モードから水際モードへのモード切り替えを行うための前記中間モード信号及び水際モー
ドから陸上モードへのモード切り替えを行うための前記陸上モード信号を、水際又は海岸
線に関わる計測値に基づいて前記エンジン出力分配器へ出力することを特徴としているた
め、車両制御装置によって水陸両用車のモード切り替えを自動的に行うことができる。
　このため、水陸両用車の操作に習熟していない操作者が水陸両用車を操作する場合や、
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水陸両用車を操作中の視界が悪い場合にも、水陸両用車のモード切り替えをするタイミン
グを誤ってしまうおそれがない。
【００１６】
　第３発明の水陸両用車の車両制御装置によれば、第１又は第２発明の何れか１つの水陸
両用車の車両制御装置において、前記水陸両用車が中間モードのとき、前記エンジンの回
転トルク又は前記エンジン出力分配器と前記装軌との間に介設されているトランスミッシ
ョンの回転トルクを検出する回転トルクセンサの出力と、前記水陸両用車の車両速度を検
出する車両速度センサの出力に応じて設定する回転トルク閾値とを比較し、前記回転トル
クセンサの出力が、前記車両速度センサの出力に対応した値の前記回転トルク閾値以下に
なって前記装軌が空回りしていると判定した場合には、前記エンジンへエンジン出力増加
信号を出力する、又は、前記トランスミッションへ減速比変更信号を出力することを特徴
としているため、中間モードのときに水陸両用車の装軌が空回りしても、水陸両用車の車
両速度を安定させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】（ａ）は本発明の実施の形態例１に係る車両制御装置を備えた水陸両用車の陸上
走行時、水上航行時及び水際走行時の様子を示す図、（ｂ）は前記水陸両用車の走行・航
行位置と、前記水陸両用車に設けた荷重センサの出力との関係を示すグラフである。
【図２】前記車両制御装置と前記水陸両用車の動力系統とを示すブロック図である。
【図３】前記水陸両用車に前記荷重センサが装着されている様子を示す図である。
【図４】前記水陸両用車の車両速度とエンジン回転トルクの関係を示すグラフである。
【図５】本発明の実施の形態例２に係る水陸両用車の車両制御装置と動力系統とを示すブ
ロック図である。
【図６】本発明の実施の形態例３に係る水陸両用車の車両制御装置と動力系統とを示すブ
ロック図である。
【図７】本発明の実施の形態例４に係る水陸両用車の車両制御装置と動力系統とを示すブ
ロック図である。
【図８】本発明の実施の形態例５に係る水陸両用車の車両制御装置と動力系統とを示すブ
ロック図である。
【図９】従来の水陸両用車の陸上走行時、水上航行時及び水際走行時の様子を示す図であ
る。
【図１０】前記水陸両用車の動力系統を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態例を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１９】
　＜実施の形態例１＞
　図１～図４に基づき、本発明の実施の形態例１に係る水陸両用車の車両制御装置につい
て説明する。
【００２０】
　図１（ａ）に示すように、水陸両用車２１は、水陸両用車２１に装備されている装軌２
２によって陸上２３を走行することと、水陸両用車２１に装備されているウォータジェッ
ト２４によって水上２５を航行することと、装軌２２とウォータジェット２４の両方によ
って水際２６を走行することとが可能である。そして、これらの陸上走行、水上航行及び
水際走行は、従来と同様の手動による水陸両用車２１の動力系統のモード切り替えだけで
なく、水陸両用車２１に装備されている車両制御装置２７による自動的な水陸両用車１の
動力系統のモード切り替えによっても、実施することができる。なお、車両制御装置２７
はパーソナルコンピュータなどから成るものである。
【００２１】
　詳述すると、図２に示すように、水陸両用車２１は、動力源であるエンジン３１と、エ
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ンジン出力分配器３２とを備えている。エンジン出力分配器３２では、従来と同様の手動
による陸上モード（陸上走行）と水上モード（水上航行）と中間モード（水際走行）のモ
ード切り替え操作だけでなく、車両制御装置２７から出力される陸上モード信号ａと水上
モード信号ｂと中間モード信号ｃによる自動的なモード切り替え操作によっても、エンジ
ン１１の出力を伝達する先を切り替えることができる。
【００２２】
　詳細は後述するが、車両制御装置２７では、水陸両用車２１に装備されている荷重セン
サ４１の出力（荷重検出値）に基づいて（即ち水陸両用車にかかる負荷値に基づいて）、
モード切り替えのための陸上モード信号ａ、水上モード信号ｂ又は中間モード信号ｃを、
エンジン出力分配器３２へ出力する。
【００２３】
　車両制御装置２７から陸上モード信号ａが出力されると、この陸上モード信号ａを入力
したエンジン出力分配器３２では、エンジン３１の出力を、水陸両用車２１に装備されて
いるトランスミッション３３へ伝える。従って、エンジン３１の出力は、トランスミッシ
ョン３３を介して、水陸両用車２１に装備されているスプロケット（動輪）３４へ伝達さ
れる。その結果、エンジン３１によってスプロケット３４が回転駆動され、このスプロケ
ット３４によって装軌２２が回転駆動される。このため、水陸両用車２１は、装軌２２に
よって陸上走行をすることができる。
【００２４】
　車両制御装置２７から水上モード信号ｂが出力されると、この水上モード信号ｂを入力
したエンジン出力分配器３２では、エンジン３１の出力をウォータジェット２４へ伝える
。このため、水陸両用車２１は、ウォータジェット２４によって水上航行をすることがで
きる。
【００２５】
　車両制御装置２７から中間モード信号ｃが出力されると、この中間モード信号ｃを入力
したエンジン出力分配器１２では、エンジン３１の出力をトランスミッション３３（即ち
装軌２２）とウォータジェット２４の両方に伝える。このため、水陸両用車２１は、装軌
２２とウォータジェット２４の両方によって水際走行をすることができる。
【００２６】
　次に、荷重センサ４１の出力（荷重検出値）に基づいて実施される車両制御装置２７の
モード切り替え（各モード信号ａ，ｂ，ｃの出力）について詳述する。
【００２７】
　図３に示すように、本実施の形態例１で用いている荷重センサ４１は歪みゲージであり
、水陸両用車２１にサスペンションとして装備されているトーションバー４２に取り付け
らている。トーションバー４２の先端には連結部材４３の一端が固定され、連結部材４３
の他端にはベアリング４４を介して回転自在に水陸両用車２１の車輪３４が結合されてい
る。荷重センサ（歪みゲージ）４１はトーションバーの捩じれ（即ち歪み）を検出する。
従って、トーションバー４２に作用する水陸両用車２１の荷重が変化すると、トーション
バー４２の捩じれ（即ち歪み）が変化し、これに伴って荷重センサ（歪みゲージ）４１の
出力が変化する。即ち、荷重センサ４１により、陸上走行時、水上航行時及び水際走行時
において装軌２２（車輪３４）にかかる水陸両用車２１の荷重が検出される。
【００２８】
　図１（ａ）及び図１（ｂ）に基づいて説明すると、水上２５や水際２６では水陸両用車
２１に対して浮力が働くため、水陸両用車２１の走行・航行位置に応じて、荷重センサ４
１の出力（荷重検出値）が、図１（ｂ）に例示するような変化をする。即ち、水陸両用車
２１が陸上２６から水際２６に達すると、水陸両用車２１に浮力が働くため、荷重センサ
４１の出力は低下する。その後、水上２５では水陸両用車２１が水中に入る体積が増し、
更に大きな浮力が水陸両用車２１に働くため、荷重センサ４１の出力が更に低下する。一
方、水陸両用車２１が水上２５から水際２６に達すると（水陸両用車２１が水中に入る体
積が減少すると）、水陸両用車２１に働く浮力が小さくなるため、荷重センサ４１の出力
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は増加する。その後、陸上２３では水陸両用車２１に浮力が働かなくなるため、荷重セン
サ４１の出力が更に増加する。
【００２９】
　このような荷重センサ４１の出力は、図１（ａ）に示すように車両制御装置２７に入力
される。
【００３０】
　そして、車両制御装置２７は、図１（ｂ）に点線で示すような第１の荷重閾値Ｓ１と、
第２の荷重閾値Ｓ２と、第３の荷重閾値Ｓ３と、第４の荷重閾値Ｓ４とを記憶しており、
これらの荷重閾値Ｓ１～Ｓ４と荷重センサ４１の出力との比較結果に基づいて各モード信
号ａ，ｂ，ｃを出力する。第１の荷重閾値Ｓ１及び第２の荷重閾値Ｓ２は、図１（ａ）の
左側に示すように水陸両用車２１が、陸上２３から水上２５へ向かうときのモード切り替
えのための閾値であり、第２の荷重閾値Ｓ２は第１の荷重閾値Ｓ１よりも小さな値である
。第３の荷重閾値Ｓ３及び第４の荷重閾値Ｓ４は、図１（ａ）の右側に示すように水陸両
用車２１が、水上２５から陸上２３へ向かうときのモード切り替えのための閾値であり、
第４の荷重閾値Ｓ４は第３の荷重閾値Ｓ３よりも大きな値である。なお、本実施の形態例
１では、図１（ｂ）に示すように第１の荷重閾値Ｓ１と第４の荷重閾値Ｓ４は同じ値とし
、第２の荷重閾値Ｓ２と第３の荷重閾値Ｓ３は同じ値としているが、これに限定するもの
ではなく、第１の荷重閾値Ｓ１と第４の荷重閾値Ｓ４を異なる値としてもよく、第２の荷
重閾値Ｓ２と第３の荷重閾値Ｓ３を異なる値としてもよい。
【００３１】
　図１（ａ）及び図１（ｂ）に示すように、車両制御装置２７は、水陸両用車２１が陸上
モード（陸上走行）のとき、浮力により水陸両用車２１の荷重が低下して荷重センサ４１
の出力が、第１の荷重閾値Ｓ１以下になった（即ち水際２６に達した）と判定した場合に
は、陸上モードから中間モードへのモード切り替えをするために中間モード信号ｃを、エ
ンジン出力分配器３２へ出力する。その結果、この中間モード信号ｃに基づいてエンジン
出力分配器３２が、エンジン３１の出力をトランスミッション３３（装軌２２）とウォー
タジェット２４の両方に伝えるため、水陸両用車２１は装軌２２とウォータジェット２４
の両方による水際走行を行うことにより、水上２５へ向かって水際２６を下って行く。
【００３２】
　また、車両制御装置２７は、水陸両用車２１が中間モード（水際走行）のとき、更に大
きな浮力により水陸両用車２１の荷重が更に低下して荷重センサ４１の出力が、第２の荷
重閾値Ｓ２以下になった（即ち水上２５に達した）と判定した場合には、中間モードから
水上モードへのモード切り替えをするために水上モード信号ｂを、エンジン出力分配器３
２へ出力する。その結果、この水上モード信号ｂに基づいてエンジン出力分配器３２が、
エンジン３１の出力をウォータジェット２４へ伝えることにより、水陸両用車２１はウォ
ータジェット２４によって水上航行を行う。
【００３３】
　また、車両制御装置２７は、水陸両用車２１が水上モード（水上航行）のとき、浮力が
小さくなり水陸両用車２１の荷重が増加して荷重センサ４１の出力が、第３の荷重閾値Ｓ
３以上になった（即ち水際２６に達した）と判定した場合には、水上モードから中間モー
ドへのモード切り替えをするために中間モード信号ｃを、エンジン出力分配器３２へ出力
する。その結果、この中間モード信号ｃに基づいてエンジン出力分配器３２が、エンジン
３１の出力をトランスミッション３３（装軌２２）とウォータジェット２４の両方に伝え
るため、水陸両用車２１は装軌２２とウォータジェット２４の両方による水際走行を行う
ことにより、陸上２３へ向かって水際２６を上って行く。
【００３４】
　また、車両制御装置２７は、水陸両用車２１が中間モード（水際走行）のとき、浮力が
更に小さくなり水陸両用車２１の荷重が更に増加して荷重センサ４１の出力が、第４の荷
重閾値Ｓ４以上になった（即ち陸上２３に達した）と判定した場合には、中間モードから
陸上モードへのモード切り替えをするために陸上モード信号ａを、エンジン出力分配器３
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２へ出力する。その結果、この陸上モード信号ａに基づいてエンジン出力分配器３２が、
エンジン３１の出力を装軌２２へ伝えることにより、水陸両用車２１は装軌２２による陸
上走行を行う。
【００３５】
　次に、中間モード（水際走行）において、装軌２２の空回りが発生したときの車両制御
装置２７によるエンジン出力制御について説明する。
【００３６】
　図２に示すように、車両制御装置２７では、水陸両用車２１に装備されている車両速度
センサ５１の出力（車両速度検出値）と、水陸両用車２１に装備されているエンジン回転
トルクセンサ５２の出力（エンジン回転トルク検出値）も入力する。また、車両制御装置
２７は、図４に点線で示すようなエンジン回転トルク閾値Ｓも記憶している。図４に実線
で示すようにエンジン３１の回転トルクは、水陸両用車２１の車両速度が増加するにした
がって減少する。このため、車両制御装置２７に記憶されているエンジン回転トルク閾値
Ｓも、図４に点線で示すように水陸両用車２１の車両速度（車両速度センサ５１の出力）
が増加するにしたがって減少するように設定されている。
【００３７】
　車両制御装置２７では、水陸両用車２１が中間モード（水際走行）のとき、車両速度セ
ンサ５１の出力（車両速度検出値）に対応した値のエンジン回転トルク閾値Ｓと、エンジ
ン回転トルクセンサ５２の出力とを比較する。そして、車両制御装置２７は、エンジン回
転トルクセンサ５２の出力が当該エンジン回転トルク閾値Ｓ以下になった（即ち装軌２２
が空回りしている）と判定した場合には、図２に示すようにエンジン３１へエンジン出力
増加信号ｄを出力する。つまり、装軌２２が空回りするとエンジン３１に対する負荷が軽
減されることになるため、エンジン３１の回転トルクが減少する。従って、エンジン回転
トルクセンサ５２の出力がエンジン回転トルク閾値Ｓ以下になった場合、即ち車両速度（
車両速度センサ５１の出力）が増加していないにも関わらず、図４に矢印Ａで示すように
エンジン３１の回転トルク（エンジン回転トルクセンサ５２の出力）が減少した場合には
、装軌２２が空回りしていると判定することができる。
【００３８】
　車両制御装置２７からエンジン３１へエンジン出力増加信号ｄが出力されると、このエ
ンジン出力増加信号ｄに基づいてエンジン３１の出力が増加するため、装軌２２の空回り
によって減少した水陸両用車２１の車両速度が増加する（即ち車両速度が安定する）。つ
まり、中間モードでは装軌２２とウォータジェット２４の両方による水際走行を行ってお
り、装軌２２が空回りしたとしても、ウォータジェット２４の推進力が得られる。従って
、エンジン出力増加信号ｄに基づいてエンジン３１の出力が増加すると、ウォータジェッ
ト２４の推進力が増加するため、装軌２２の空回りによって減少した水陸両用車２１の車
両速度が増加して安定する。このとき、図４に矢印Ｂで示すようにエンジン３１の回転ト
ルクは上昇する。
【００３９】
　以上のように、本実施の形態例１における水陸両用車２１の車両制御装置２７によれば
、水陸両用車２１が陸上２３から水上２５に向かうときの陸上モードから水際モードへの
モード切り替えを行うための中間モード信号ｃ及び水際モードから水上モードへのモード
切り替えを行うための水上モード信号ｂ、又は、水上２５から陸上２３へ向かうときの水
上モードから水際モードへのモード切り替えを行うための中間モード信号ｃ及び水際モー
ドから陸上モードへのモード切り替えを行うための陸上モード信号ａを、水陸両用車２１
にかかる負荷値（荷重センサ４１の出力である荷重検出値）に基づいてエンジン出力分配
器３２へ出力することを特徴としている。
【００４０】
　具体的には、陸上モード信号ａに基づいてエンジン出力分配器３２がエンジン３１の出
力を装軌２２へ伝えることにより装軌２２によって陸上２３を走行する陸上走行と、水上
モード信号ｂに基づいてエンジン出力分配器３２がエンジン３１の出力をウォータジェッ
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ト２４へ伝えることによりウォータジェット２４によって水上２５を航行する水上航行と
、中間モード信号ｃに基づいてエンジン出力分配器３２がエンジン３１の出力を装軌２２
とウォータジェット２４へ伝えることにより装軌２２とウォータジェット２４によって水
際を走行する水際走行とを行うことが可能な水陸両用車２１の車両制御装置２７であって
、水陸両用車２１の荷重を検出する荷重センサ４１の出力（荷重検出値）と、水陸両用車
２１が陸上２３から水上２５へ向かうときのモード切り替えのための閾値である第１の荷
重閾値Ｓ１及び第２の荷重閾値Ｓ２、及び、水陸両用車２１が水上２５から陸上２３へ向
かうときのモード切り替えのための閾値である第３の荷重閾値Ｓ３及び第４の荷重閾値Ｓ
４とを比較し、水陸両用車２１が陸上モードのとき、荷重センサ４１の出力が第１の荷重
閾値Ｓ１以下になったと判定した場合には、陸上モードから中間モードへのモード切り替
えをするために中間モード信号ｃを、エンジン出力分配器３２へ出力し、水陸両用車２１
が中間モードのとき、荷重センサ４１の出力が第２の荷重閾値Ｓ２以下になったと判定し
た場合には、中間モードから水上モードへのモード切り替えをするために水上モード信号
ｂを、エンジン出力分配器３２へ出力し、水陸両用車２１が水上モードのとき、荷重セン
サ４１の出力が第３の荷重閾値Ｓ３以上になったと判定した場合には、水上モードから中
間モードへのモード切り替えをするために中間モード信号ｃを、エンジン出力分配器３２
へ出力し、水陸両用車２１が中間モードのとき、荷重センサ４１の出力が第４の荷重閾値
Ｓ４以上になったと判定した場合には、中間モードから陸上モードへのモード切り替えを
するために陸上モード信号ａを、エンジン出力分配器３２へ出力することを特徴としてい
る。
【００４１】
　このため、車両制御装置２７によって水陸両用車２１のモード切り替えを自動的に行う
ことができる。従って、水陸両用車２１の操作に習熟していない操作者が水陸両用車２１
を操作する場合や、水陸両用車２１を操作中の視界が悪い場合にも、水陸両用車２１のモ
ード切り替えをするタイミングを誤ってしまうおそれがない。
【００４２】
　また、本実施の形態例１の水陸両用車２１の車両制御装置２７によれば、水陸両用車２
１が中間モードのとき、エンジン３１の回転トルクを検出するエンジン回転トルクセンサ
５２の出力と、水陸両用車２１の車両速度を検出する車両速度センサ５１の出力に応じて
設定するエンジン回転トルク閾値Ｓとを比較し、エンジン回転トルクセンサ５２の出力が
、車両速度センサ５１の出力に対応した値のエンジン回転トルク閾値Ｓ以下になって装軌
２２が空回りしていると判定した場合には、エンジン３１へエンジン出力増加信号ｄを出
力することを特徴としているため、中間モードのときに水陸両用車２１の装軌２２が空回
りしても、水陸両用車２１の車両速度を安定させることができる。
【００４３】
　なお、これに限定するものではなく、水陸両用車２１が中間モードのとき、エンジン出
力分配器３２と装軌２２との間に介設されているトランスミッション３３の回転トルクを
検出する回転トルクセンサの出力と、水陸両用車２１の車両速度を検出する車両速度セン
サ５１の出力に応じて設定する回転トルク閾値とを比較し、前記回転トルクセンサの出力
が、車両速度センサ５１の出力に対応した値の回転トルク閾値以下になって装軌２２が空
回りしていると判定した場合には、トランスミッションへ減速比変更信号を出力するよう
にしてもよい。この減速比変更信号に基づいてトランスミッション３３の減速比を変更す
ることにより、中間モードのときに水陸両用車２１の装軌２２が空回りしても、水陸両用
車２１の車両速度を安定させることができる。これは、トランスミッション３３の回転ト
ルクが下がったとき（装軌２２が空回りしたとき）、回転数を落として回転トルクを上げ
る（力強さを持たせる）ことで出力（回転数×回転トルク）を結果的に上げることが可能
になるためである。
【００４４】
　＜実施の形態例２＞
　図５に基づき、本発明の実施の形態例２に係る水陸両用車２１の車両制御装置２７につ
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いて説明する。なお、水陸両用車２１の装備や水陸両用車２１の陸上走行時、水上航行時
及び水際走行時の様子などについては上記実施の形態例１の場合と同様である（図１（ａ
）参照）。本実施の形態例２では、上記実施の形態例１で用いた水陸両用車２１の荷重の
代わりに水陸両用車２１の傾斜角（ピッチ角）に基づいて（水際又は海岸線に関わる計測
値に基づいて）、車両制御装置２７による自動的なモード切り替えを行う。
【００４５】
　詳述すると、図５に示すように、本実施の形態例２の車両制御装置２７では、水陸両用
車２１に装備されている車両傾斜角センサ６１の出力（車両傾斜角検出値）を入力する。
車両傾斜角センサ６１は、水陸両用車２１の車体前後方向（前側）が上方や下方に傾斜し
たときの傾斜角（ピッチ角）を検出して出力するセンサである。ここでは車両傾斜角セン
サ６１としてジャイロが用いられている。
【００４６】
　車両制御装置２７は、第１の車両傾斜角閾値Ｓ１１と、第２の車両傾斜角閾値Ｓ１２と
、第３の車両傾斜角閾値Ｓ１３と、第４の車両傾斜角閾値Ｓ１４とを記憶している。第１
の車両傾斜角閾値Ｓ１１及び第２の車両傾斜角閾値Ｓ１２は、図１（ａ）の左側に示すよ
うに水陸両用車２１が、陸上２３から水上２５へ向かうときのモード切り替えのための閾
値である。第３の車両傾斜角閾値Ｓ１３及び第４の車両傾斜角閾値Ｓ１４は、図１（ａ）
の右側に示すように水陸両用車２１が、水上２５から陸上２３へ向かうときのモード切り
替えのための閾値である。
【００４７】
　図１（ａ）に示すように、陸上２３を走行していた水陸両用車２１が水際２６に達する
と、水陸両用車２１の前側が下方へ傾く。従って、車両制御装置２７は、水陸両用車２１
が陸上モード（陸上走行）のとき、水陸両用車２１の前側の下方への傾斜角が大きくなっ
て車両傾斜角センサ６１の出力が、第１の車両傾斜角閾値Ｓ１１以上になった（即ち水際
２６に達した）と判定した場合には、陸上モードから中間モードへのモード切り替えをす
るために中間モード信号ｃを、エンジン出力分配器３２へ出力する。その結果、この中間
モード信号ｃに基づいてエンジン出力分配器３２が、エンジン３１の出力を、装軌２２と
ウォータジェット２４の両方に伝えるため、水陸両用車２１は装軌２２とウォータジェッ
ト２４の両方による水際走行を行うことにより、水上２５へ向かって水際２６を下って行
く。
【００４８】
　また、水際２６を走行していた水陸両用車２１が水上２５に達すると（水深が深くなる
と）、水陸両用車２１の前側の下方への傾斜角が小さくなる。従って、車両制御装置２７
は、水陸両用車２１が中間モード（水際走行）のとき、水陸両用車２１の前側の下方への
傾斜角が小さくなって車両傾斜角センサ６１の出力が、第２の車両傾斜角閾値Ｓ１２以下
になった（即ち水上２５に達した：水深が深くなった）と判定した場合には、中間モード
から水上モードへのモード切り替えをするために水上モード信号ｂを、エンジン出力分配
器３２へ出力する。その結果、この水上モード信号ｂに基づいてエンジン出力分配器３２
が、エンジン３１の出力をウォータジェット２４へ伝えることにより、水陸両用車２１は
ウォータジェット２４によって水上航行を行う。なお、水上２５では水陸両用車２１の傾
斜が大きく変動することはなく、水陸両用車２１はほぼ水平である。
【００４９】
　また、水上２５を航行していた水陸両用車２１が水際２６に達すると、水陸両用車２１
の前側の上方への傾斜角が大きくなる。従って、車両制御装置２７は、水陸両用車２１が
水上モード（水上航行）のとき、水陸両用車２１の前側の上方への傾斜角が大きくなって
車両傾斜角センサ６１の出力が、第３の車両傾斜角閾値Ｓ１３以上になった（即ち水際２
６に達した）と判定した場合には、水上モードから中間モードへのモード切り替えをする
ために中間モード信号ｃを、エンジン出力分配器３２へ出力する。その結果、この中間モ
ード信号ｃに基づいてエンジン出力分配器３２が、エンジン３１の出力を装軌２２とウォ
ータジェット２４の両方に伝えるため、水陸両用車２１は装軌２２とウォータジェット２
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４の両方による水際走行を行うことにより、陸上２３へ向かって水際２６を上って行く。
【００５０】
　また、水際２６を走行していた水陸両用車２１が陸上２３に達すると、水陸両用車２１
の前側の上方への傾斜角が小さくなる。従って、車両制御装置２７は、水陸両用車２１が
中間モード（水際走行）のとき、水陸両用車２１の前側の上方への傾斜角が小さくなって
車両傾斜角センサ６１の出力が、第４の車両傾斜角閾値Ｓ１４以下になった（即ち陸上２
３に達した）と判定した場合には、中間モードから陸上モードへのモード切り替えをする
ために陸上モード信号ａを、エンジン出力分配器３２へ出力する。その結果、この陸上モ
ード信号ａに基づいてエンジン出力分配器３２が、エンジン３１の出力を装軌２２へ伝え
ることにより、水陸両用車２１は装軌２２による陸上走行を行う。
【００５１】
　なお、中間モード（水際走行）において、装軌２２の空回りが発生したときの車両制御
装置２７によるエンジン出力制御については、上記実施の形態例１の場合と同様であり、
ここでの詳細な説明は省略する。
【００５２】
　以上のように、本実施の形態例２における水陸両用車２１の車両制御装置２７によれば
、水陸両用車２１が陸上２３から水上２５に向かうときの陸上モードから水際モードへの
モード切り替えを行うための中間モード信号ｃ及び水際モードから水上モードへのモード
切り替えを行うための水上モード信号ｂ、又は、水上２５から陸上２３へ向かうときの水
上モードから水際モードへのモード切り替えを行うための中間モード信号ｃ及び水際モー
ドから陸上モードへのモード切り替えを行うための陸上モード信号ａを、水際又は海岸線
に関わる計測値（車両傾斜角センサ６１の出力である傾斜角検出値）に基づいてエンジン
出力分配器３２へ出力することを特徴としている。
【００５３】
　具体的には、陸上モード信号ａに基づいてエンジン出力分配器３２がエンジン３１の出
力を装軌２２へ伝えることにより装軌２２によって陸上２３を走行する陸上走行と、水上
モード信号ｂに基づいてエンジン出力分配器３２がエンジン３１の出力をウォータジェッ
ト２４へ伝えることによりウォータジェット２４によって水上を航行する水上航行と、中
間モード信号ｃに基づいてエンジン出力分配器３２がエンジン３１の出力を装軌２２とウ
ォータジェット２４へ伝えることにより装軌２２とウォータジェット２４って水際２６を
走行する水際走行とを行うことが可能な水陸両用車２１の車両制御装置２７であって、水
陸両用車２１の前側が上方や下方へ傾斜したときの傾斜角を検出する車両傾斜角センサ６
１の出力と、水陸両用車２１が陸上２３から水上２５へ向かうときのモード切り替えのた
めの閾値である第１の車両傾斜角閾値Ｓ１１及び第２の車両傾斜角閾値Ｓ１２、及び、水
陸両用車２１が水上２５から陸上２３へ向かうときのモード切り替えのための閾値である
第３の車両傾斜角閾値Ｓ１３及び第４の車両傾斜角閾値Ｓ１４とを比較し、水陸両用車２
１が陸上モードのとき、車両傾斜角センサ６１の出力が第１の車両傾斜角閾値Ｓ１１以上
になったと判定した場合には、陸上モードから中間モードへのモード切り替えをするため
に中間モード信号ｃを、エンジン出力分配器３２へ出力し、水陸両用車２１が中間モード
のとき、車両傾斜角センサ６１の出力が第２の車両傾斜角閾値Ｓ１２以下になったと判定
した場合には、中間モードから水上モードへのモード切り替えをするために水上モード信
号ｃを、エンジン出力分配器３２へ出力し、水陸両用車２１が水上モードのとき、車両傾
斜角センサ６１の出力が第３の車両傾斜角閾値Ｓ１３以上になったと判定した場合には、
水上モードから中間モードへのモード切り替えをするために中間モード信号ｃを、エンジ
ン出力分配器３２へ出力し、水陸両用車２１が中間モードのとき、車両傾斜角センサ６１
の出力が第４の車両傾斜角閾値Ｓ１４以下になったと判定した場合には、中間モードから
陸上モードへのモード切り替えをするために陸上モード信号ａを、エンジン出力分配器３
２へ出力することを特徴としている。
【００５４】
　このため、車両制御装置２によって水陸両用車２１のモード切り替えを自動的に行うこ
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とができる。従って、水陸両用車２１の操作に習熟していない操作者が水陸両用車２１を
操作する場合や、水陸両用車２１を操作中の視界が悪い場合にも、水陸両用車２１のモー
ド切り替えをするタイミングを誤ってしまうおそれがない。
【００５５】
　また、本実施の形態例２の水陸両用車２１の車両制御装置２７でも、上記実施の形態例
１と同様に、水陸両用車２１が中間モードのとき、エンジン３１の回転トルクを検出する
エンジン回転トルクセンサ５２の出力（又はエンジン出力分配器３２と装軌２２との間に
介設されているトランスミッション３３の回転トルクを検出するトランスミッション回転
トルクセンサの出力）と、水陸両用車２１の車両速度を検出する車両速度センサ５１の出
力に応じて設定するエンジン回転トルク閾値Ｓ（又はトランスミッション回転トルク閾値
Ｓ）とを比較し、エンジン回転トルクセンサ５２の出力（又はトランスミッション回転ト
ルクセンサの出力）が、車両速度センサ５１の出力に対応した値のエンジン回転トルク閾
値Ｓ以下（又はトランスミッション回転トルク閾値Ｓ以下）になって装軌２２が空回りし
ていると判定した場合には、エンジン３１へエンジン出力増加信号ｄを出力する（トラン
スミッション３３へ減速比変更信号を出力する）ことを特徴としているため、中間モード
のときに水陸両用車２１の装軌２２が空回りしても、水陸両用車２１の車両速度を安定さ
せることができる。
【００５６】
　＜実施の形態例３＞
　図６に基づき、本発明の実施の形態例３に係る水陸両用車２１の車両制御装置２７につ
いて説明する。なお、水陸両用車２１の装備や水陸両用車２１の陸上走行時、水上航行時
及び水際走行時の様子などについては上記実施の形態例１の場合と同様である（図１（ａ
）参照）。本実施の形態例３では、上記実施の形態例１の水陸両用車２１で用いた荷重の
代わりにエンジン３１の回転トルクに基づいて（即ち水陸両用車にかかる負荷値に基づい
て）、車両制御装置２７による自動的なモード切り替えを行う。
【００５７】
　詳述すると、図６に示すように、本実施の形態例３の車両制御装置２７では、水陸両用
車２１に装備されているエンジン回転トルクセンサ５２の出力（エンジン回転トルク検出
値）と車両速度センサ５１の出力（車両速度検出値）を、モード切り替えにも利用する。
【００５８】
　車両制御装置２７は、上記実施の形態例１で述べたエンジン回転トルク閾値Ｓ（中間モ
ードにおいて装軌２２の空転を検出すための閾値）だけでなく、第１のエンジン回転トル
ク閾値Ｓ２１と、第２のエンジン回転トルク閾値Ｓ２２と、第３のエンジン回転トルク閾
値Ｓ２３と、第４のエンジン回転トルク閾値Ｓ２４も記憶している。これらの第１，第２
，第３及び第４のエンジン回転トルク閾値Ｓ２１，Ｓ２２，Ｓ２３，Ｓ２４は、エンジン
回転トルク閾値Ｓと同様（図４参照）、水陸両用車２１の車両速度（車両速度センサ５１
の出力）が増加するにしたがって、減少するように設定されている。
【００５９】
　また、第１のエンジン回転トルク閾値Ｓ２１及び第２のエンジン回転トルク閾値Ｓ２２
は、図１（ａ）の左側に示すように水陸両用車２１が、陸上２３から水上２５へ向かうと
きのモード切り替えのための閾値であり、第２のエンジン回転トルク閾値Ｓ２２は第１の
エンジン回転トルク閾値Ｓ２１よりも小さな値である。第３のエンジン回転トルク閾値Ｓ
２３及び第４のエンジン回転トルク閾値Ｓ２４は、図１（ａ）の右側に示すように水陸両
用車２１が、水上２５から陸上２３へ向かうときのモード切り替えのための閾値であり、
第４のエンジン回転トルク閾値Ｓ２４は第３のエンジン回転トルク閾値Ｓ２３よりも大き
な値である。
【００６０】
　図１（ａ）に示すように、陸上２３を走行していた水陸両用車２１が水際２６に達する
と、水陸両用車２１に浮力が働くため、エンジン３１の回転トルクが低下する。従って、
車両制御装置２７は、水陸両用車２１が陸上モード（陸上走行）のとき、車両速度センサ
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５１の出力（車両速度検出値）に対応した値の第１のエンジン回転トルク閾値Ｓ２１と、
エンジン回転トルクセンサ５２の出力とを比較する。そして、車両制御装置２７は、エン
ジン３１の回転トルクが低下してエンジン回転トルクセンサ５２の出力が、当該第１のエ
ンジン回転トルク閾値Ｓ２１以下になった（即ち水際２６に達した）と判定した場合には
、陸上モードから中間モードへのモード切り替えをするために中間モード信号ｃを、エン
ジン出力分配器３２へ出力する。その結果、この中間モード信号ｃに基づいてエンジン出
力分配器３２が、エンジン３１の出力を装軌２２とウォータジェット２４の両方に伝える
ため、水陸両用車２１は装軌２２とウォータジェット２４の両方による水際走行を行うこ
とにより、水上２５へ向かって水際２６を下って行く。
【００６１】
　また、水際２６を走行していた水陸両用車２１が水上２５に達すると（水深が深くなっ
て水陸両用車２１が水中に入る体積が増すと）、水陸両用車２１に更に大きな浮力が働く
ため、エンジン３１の回転トルクが更に低下する。従って、車両制御装置２７は、水陸両
用車２１が中間モード（水際走行）のとき、車両速度センサ５１の出力に対応した値の第
２のエンジン回転トルク閾値Ｓ２２と、エンジン回転トルクセンサ５２の出力とを比較す
る。そして、車両制御装置２７は、エンジン３１の回転トルクが更に低下してエンジン回
転トルクセンサ５２の出力が、当該第２のエンジン回転トルク閾値Ｓ２２以下になった（
即ち水上２５に達した）と判定した場合には、中間モードから水上モードへのモード切り
替えをするために水上モード信号ｂを、エンジン出力分配器３２へ出力する。その結果、
この水上モード信号ｂに基づいてエンジン出力分配器３２が、エンジン３１の出力をウォ
ータジェット２４へ伝えることにより、水陸両用車２１はウォータジェット２４によって
水上航行を行う。
【００６２】
　また、水上２５を航行していた水陸両用車２１が水際２６に達すると、水深が浅くなっ
て装軌２２が水底に接することから、エンジン３１の回転トルクが増加する。従って、車
両制御装置２７は、水陸両用車２１が水上モード（水上航行）のとき、車両速度センサ５
１の出力に対応した値の第３のエンジン回転トルク閾値Ｓ２３と、エンジン回転トルクセ
ンサ５２の出力とを比較する。そして、車両制御装置２７は、エンジン３１の回転トルク
が増加してエンジン回転トルクセンサ５２の出力が、当該第３のエンジン回転トルク閾値
Ｓ２３以上になった（即ち水際２６に達した）と判定した場合には、水上モードから中間
モードへのモード切り替えをするために中間モード信号ｃを、エンジン出力分配器３２へ
出力する。その結果、この中間モード信号ｃに基づいてエンジン出力分配器３２が、エン
ジン３１の出力を装軌２２とウォータジェット２４の両方に伝えるため、水陸両用車２１
は装軌２２とウォータジェット２４の両方による水際走行を行うことにより、陸上２３へ
向かって水際２６を上って行く。
【００６３】
　また、水際２６を走行していた水陸両用車２１が陸上２３に達すると、水陸両用車２１
に浮力が働かなくなるため、エンジン３１の回転トルクが更に増加する。従って、車両制
御装置２７は、水陸両用車２１が中間モード（水際走行）のとき、車両速度センサ５１の
出力に対応した値の第４のエンジン回転トルク閾値Ｓ２４と、エンジン回転トルクセンサ
５２の出力とを比較する。そして、車両制御装置２７は、エンジン３１の回転トルクが更
に増加してエンジン回転トルクセンサ５２の出力が、当該第４のエンジン回転トルク閾値
Ｓ２４以上になった（即ち陸上２３に達した）と判定した場合には、中間モードから陸上
モードへのモード切り替えをするために陸上モード信号ａを、エンジン出力分配器３２へ
出力する。その結果、この陸上モード信号ａに基づいてエンジン出力分配器３２が、エン
ジン３１の出力を装軌２２へ伝えることにより、水陸両用車２１は装軌２２による陸上走
行を行う。
【００６４】
　なお、中間モード（水際走行）において、装軌２２の空回りが発生したときの車両制御
装置２７によるエンジン出力制御については、上記実施の形態例１の場合と同様であり、
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ここでの詳細な説明は省略する。
　また、上記ではエンジン３１の回転トルクを用いているが、これに代えてトランスミッ
ション３３の回転トルクを用いてもよい。
【００６５】
　以上のように、本実施の形態例３における水陸両用車２１の車両制御装置２７によれば
、水陸両用車２１が陸上２３から水上２５に向かうときの陸上モードから水際モードへの
モード切り替えを行うための中間モード信号ｃ及び水際モードから水上モードへのモード
切り替えを行うための水上モード信号ｂ、又は、水上２５から陸上２３へ向かうときの水
上モードから水際モードへのモード切り替えを行うための中間モード信号ｃ及び水際モー
ドから陸上モードへのモード切り替えを行うための陸上モード信号ａを、水陸両用車２１
にかかる負荷値（エンジン回転トルクセンサ５２の出力であるエンジン回転トルク検出値
又はトランスミッション回転トルクセンサの出力であるトランスミッション回転トルク検
出値）に基づいてエンジン出力分配器３２へ出力することを特徴としている。
【００６６】
　具体的には、陸上モード信号ａに基づいてエンジン出力分配器３２がエンジン３１の出
力を装軌２２へ伝えることにより装軌２２によって陸上２３を走行する陸上走行と、水上
モード信号ｂに基づいてエンジン出力分配器３２がエンジン３１の出力をウォータジェッ
ト２４へ伝えることによりウォータジェット２４によって水上２５を航行する水上航行と
、中間モード信号ｃに基づいてエンジン出力分配器３２がエンジン３１の出力を装軌２２
とウォータジェット２４へ伝えることにより装軌２２とウォータジェット２４によって水
際２６を走行する水際走行とを行うことが可能な水陸両用車２１の車両制御装置２７であ
って、エンジン３１の回転トルクを検出するエンジン回転トルクセンサ５２の出力（又は
エンジン出力分配器３２と装軌２２との間に介設されているトランスミッション３３の回
転トルクを検出するトランスミッション回転トルクセンサの出力）と、水陸両用車２１が
陸上２３から水上２５へ向かうときのモード切り替えのための閾値であり、且つ、水陸両
用車２１の車両速度を検出する車両速度センサ５１の出力に応じて設定する第１のエンジ
ン回転トルク閾値Ｓ２１（又は第１のトランスミッション回転トルク閾値Ｓ２１）及び第
２のエンジン回転トルク閾値Ｓ２２（又は第２のトランスミッション回転トルク閾値Ｓ２
２）、及び、水陸両用車２１が水上２５から陸上２３へ向かうときのモード切り替えのた
めの閾値であり、且つ、車両速度センサ５１の出力に応じて設定する第３のエンジン回転
トルク閾値Ｓ２３（又は第３のトランスミッション回転トルク閾値Ｓ２３）及び第４のエ
ンジン回転トルク閾値Ｓ２４（又は第４のトランスミッション回転トルク閾値Ｓ２４）と
を比較し、水陸両用車２１が陸上モードのとき、エンジン回転トルクセンサ５２の出力（
又はトランスミッション回転トルクセンサの出力）が、車両速度センサ５１の出力に対応
した値の第１のエンジン回転トルク閾値Ｓ２１以下（又は第１のトランスミッション回転
トルク閾値Ｓ２１以下）になったと判定した場合には、陸上モードから中間モードへのモ
ード切り替えをするために中間モード信号ｃを、エンジン出力分配器３２へ出力し、水陸
両用車２１が中間モードのとき、エンジン回転トルクセンサ５２の出力（又はトランスミ
ッション回転トルクセンサの出力）が、車両速度センサ５１の出力に対応した値の第２の
エンジン回転トルク閾値Ｓ２２以下（又は第２のトランスミッション回転トルク閾値Ｓ２
２以下）になったと判定した場合には、中間モードから水上モードへのモード切り替えを
するために水上モード信号ｂを、エンジン出力分配器３２へ出力し、水陸両用車２１が水
上モードのとき、エンジン回転トルクセンサ５２の出力が、車両速度センサ５１の出力に
対応した値の第３のエンジン回転トルク閾値Ｓ２３以上（又は第３のトランスミッション
回転トルク閾値Ｓ２３以上）になったと判定した場合には、水上モードから中間モードへ
のモード切り替えをするために中間モード信号ｃを、エンジン出力分配器３２へ出力し、
水陸両用車２１が中間モードのとき、エンジン回転トルクセンサ５２の出力が、車両速度
センサ５１の出力に対応した値の第４のエンジン回転トルク閾値Ｓ２４以上（又は第４の
トランスミッション回転トルク閾値Ｓ２４以上）になったと判定した場合には、中間モー
ドから陸上モードへのモード切り替えをするために陸上モード信号ａを、エンジン出力分
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配器３２へ出力することを特徴としている。
【００６７】
　このため、車両制御装置２７によって水陸両用車２１のモード切り替えを自動的に行う
ことができる。従って、水陸両用車２１の操作に習熟していない操作者が水陸両用車２１
を操作する場合や、水陸両用車２１を操作中の視界が悪い場合にも、水陸両用車２１のモ
ード切り替えをするタイミングを誤ってしまうおそれがない。
【００６８】
　また、本実施の形態例３の水陸両用車２１の車両制御装置２７でも、上記実施の形態例
１と同様に、水陸両用車２１が中間モードのとき、エンジン回転トルクセンサ５２の出力
（又はエンジン出力分配器３２と装軌２２との間に介設されているトランスミッション３
３の回転トルクを検出するトランスミッション回転トルクセンサの出力）と、車両速度セ
ンサ５１の出力に応じて設定するエンジン回転トルク閾値Ｓ（第５のエンジン回転トルク
閾値）（又はトランスミッション回転トルク閾値Ｓ（第５のトランスミッション回転トル
ク閾値））とを比較し、エンジン回転トルクセンサ５２の出力（又はトランスミッション
回転トルクセンサの出力）が、車両速度センサ５１の出力に対応した値のエンジン回転ト
ルク閾値Ｓ（第５のエンジン回転トルク閾値）以下（又はトランスミッション回転トルク
閾値Ｓ（第５のトランスミッション回転トルク閾値）以下）になって装軌２２が空回りし
ていると判定した場合には、エンジン３１へエンジン出力増加信号ｄを出力（トランスミ
ッション３３へ減速比変更信号を出力する）することを特徴としているため、中間モード
のときに水陸両用車２１の装軌２２が空回りしても、水陸両用車２１の車両速度を安定さ
せることができる。
【００６９】
　＜実施の形態例４＞
　図７に基づき、本発明の実施の形態例４に係る水陸両用車２１の車両制御装置２７につ
いて説明する。なお、水陸両用車２１の装備や水陸両用車２１の陸上走行時、水上航行時
及び水際走行時の様子などについては上記実施の形態例１の場合と同様である（図１（ａ
）参照）。本実施の形態例４では、上記実施の形態例１で用いた水陸両用車２１の荷重の
代わりに水深に基づいて（水際又は海岸線に関わる計測値に基づいて）、車両制御装置２
７による自動的なモード切り替えを行う。
【００７０】
　詳述すると、図５に示すように、本実施の形態例２の車両制御装置２７では、水陸両用
車２１に装備されている水深計７１の出力（水深計測値）を入力する。水深計７１は図１
（ａ）に示す水際２６や水上２５における水深を計測して出力するセンサである。
【００７１】
　車両制御装置２７は、第１の水深閾値Ｓ３１と、第２の水深閾値Ｓ３２と、第３の水深
閾値Ｓ３３と、第４の水深閾値Ｓ３４とを記憶している。第１の水深閾値Ｓ３１及び第２
の水深閾値Ｓ３２は、図１（ａ）の左側に示すように水陸両用車２１が、陸上２３から水
上２５へ向かうときのモード切り替えのための閾値であり、第２の水深閾値Ｓ３２は第１
の水深閾値Ｓ３１よりも大きな値である。第３の水深閾値Ｓ３３及び第４の水深閾値Ｓ３
４は、図１（ａ）の右側に示すように水陸両用車２１が、水上２５から陸上２３へ向かう
ときのモード切り替えのための閾値であり、第４の水深閾値Ｓ３４は第３の水深閾値Ｓ３
３よりも小さな値である。なお、第１の水深閾値Ｓ３１と第４の水深閾値Ｓ３４は同じ値
でも、異なる値でもよく、第２の水深閾値Ｓ３２と第３の水深閾値Ｓ３３は同じ値でも、
異なる値でもよい。
【００７２】
　図１（ａ）に示すように、陸上２３を走行していた水陸両用車２１が水際２６に達する
と、水深計７１によって、水際２６における水深が計測されるようになる。従って、車両
制御装置２７は、水陸両用車２１が陸上モード（陸上走行）のとき、水深計７１の出力が
第１の水深閾値Ｓ３１以上になった（即ち水際２６に達した）と判定した場合には、陸上
モードから中間モードへのモード切り替えをするために中間モード信号ｃを、エンジン出
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力分配器３２へ出力する。その結果、この中間モード信号ｃに基づいてエンジン出力分配
器３２が、エンジン３１の出力をトランスミッション３３（装軌２２）とウォータジェッ
ト２４の両方に伝えるため、水陸両用車２１は装軌２２とウォータジェット２４の両方に
よる水際走行を行うことにより、水上２５へ向かって水際２６を下って行く。
【００７３】
　また、水際２６を走行していた水陸両用車２１が水上２５に達すると、水深計７１によ
って計測される水深が深くなる。従って、車両制御装置２７は、水陸両用車２１が中間モ
ード（水際走行）のとき、水深計７１の出力が第２の水深閾値Ｓ３２以上になった（即ち
水上２５に達した：水深が深くなった）と判定した場合には、中間モードから水上モード
へのモード切り替えをするために水上モード信号ｂを、エンジン出力分配器３２へ出力す
る。その結果、この水上モード信号ｂに基づいてエンジン出力分配器３２が、エンジン３
１の出力をウォータジェット２４へ伝えることにより、水陸両用車２１はウォータジェッ
ト２４によって水上航行を行う。
【００７４】
　また、水上２５を航行していた水陸両用車２１が水際２６に達すると、水深計７１によ
って計測される水深が浅くなる。従って、車両制御装置２７は、水陸両用車２１が水上モ
ード（水上航行）のとき、水深計７１の出力が第３の水深閾値Ｓ３３以下になった（即ち
水際２６に達した）と判定した場合には、水上モードから中間モードへのモード切り替え
をするために中間モード信号ｃを、エンジン出力分配器３２へ出力する。その結果、この
中間モード信号ｃに基づいてエンジン出力分配器３２が、エンジン３１の出力を装軌２２
とウォータジェット２４の両方に伝えるため、水陸両用車２１は装軌２２とウォータジェ
ット２４の両方による水際走行を行うことにより、陸上２３へ向かって水際２６を上って
行く。
【００７５】
　また、水際２６を走行していた水陸両用車２１が陸上２３に達すると、水深計７１によ
って計測される水深が更に浅くなる。従って、車両制御装置２７は、水陸両用車２１が中
間モード（水際走行）のとき、水深計７１の出力が第４の水深閾値Ｓ３４以下になった（
即ち陸上２３に達した）と判定した場合には、中間モードから陸上モードへのモード切り
替えをするために陸上モード信号ａを、エンジン出力分配器３２へ出力する。その結果、
この陸上モード信号ａに基づいてエンジン出力分配器３２が、エンジン３１の出力を装軌
２２へ伝えることにより、水陸両用車２１は装軌２２による陸上走行を行う。
【００７６】
　或いは、水陸両用車２１が陸上２３に上陸して水が無くなると、水深計７１は水深計測
不能になるため、中間モードから陸上モードへのモード切り替える際には、上記のように
水深計７１の出力と第４の荷重閾値Ｓ３４とを比較する代わりに、水深計７１が水深計測
不能になったか否かを判定するようにしてもよい。即ち、車両制御装置２７は、水陸両用
車２１が中間モード（水際走行）のとき、水深計７１が水深計測不能になった（即ち陸上
２３に達した（上陸した））と判定した場合には、中間モードから陸上モードへのモード
切り替えをするために陸上モード信号ａを、エンジン出力分配器３２へ出力する。その結
果、この陸上モード信号ａに基づいてエンジン出力分配器３２が、エンジン３１の出力を
装軌２２へ伝えることにより、水陸両用車２１は装軌２２による陸上走行を行う。
【００７７】
　なお、中間モード（水際走行）において、装軌２２の空回りが発生したときの車両制御
装置２７によるエンジン出力制御については、上記実施の形態例１の場合と同様であり、
ここでの詳細な説明は省略する。
【００７８】
　以上のように、本実施の形態例４における水陸両用車２１の車両制御装置２７によれば
、水陸両用車２１が陸上２３から水上２５に向かうときの陸上モードから水際モードへの
モード切り替えを行うための中間モード信号ｃ及び水際モードから水上モードへのモード
切り替えを行うための水上モード信号ｂ、又は、水上２５から陸上２３へ向かうときの水
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上モードから水際モードへのモード切り替えを行うための中間モード信号ｃ及び水際モー
ドから陸上モードへのモード切り替えを行うための陸上モード信号ａを、水際又は海岸線
に関わる計測値（水深計７１の出力である水深計測値）に基づいてエンジン出力分配器３
２へ出力することを特徴としている。
【００７９】
　具体的には、陸上モード信号ａに基づいてエンジン出力分配器３２がエンジン３１の出
力を装軌２２へ伝えることにより装軌２２によって陸上２３を走行する陸上走行と、水上
モード信号ｂに基づいてエンジン出力分配器３２がエンジン３１の出力をウォータジェッ
ト２４へ伝えることによりウォータジェット２４によって水上２５を航行する水上航行と
、中間モード信号ｃに基づいてエンジン出力分配器３２がエンジン３１の出力を装軌２２
とウォータジェット２４へ伝えることにより装軌２２とウォータジェット２４によって水
際を走行する水際走行とを行うことが可能な水陸両用車２１の車両制御装置２７であって
、水際２６や水上２５における水深を計測する水深計７１の出力と、水陸両用車２１が陸
上２３から水上２５へ向かうときのモード切り替えのための閾値である第１の水深閾値Ｓ
３１及び第２の水深閾値Ｓ３２、及び、水陸両用車２１が水上２５から陸上２３へ向かう
ときのモード切り替えのための閾値である第３の水深閾値Ｓ３３及び第４の水深閾値Ｓ３
４とを比較し、又は、水深計７１の出力と第４の荷重閾値Ｓ３４とを比較する代わりに、
水深計７１が水深計測不能になったか否かを判定し、水陸両用車２１が陸上モードのとき
、水深計７１の出力が第１の水深閾値Ｓ３１以上になったと判定した場合には、陸上モー
ドから中間モードへのモード切り替えをするために中間モード信号ｃを、エンジン出力分
配器３２へ出力し、水陸両用車２１が中間モードのとき、水深計７１の出力が第２の水深
閾値Ｓ３２以上になったと判定した場合には、中間モードから水上モードへのモード切り
替えをするために水上モード信号ｂを、エンジン出力分配器３２へ出力し、水陸両用車２
１が水上モードのとき、水深計７１の出力が第３の水深閾値Ｓ３３以下になったと判定し
た場合には、水上モードから中間モードへのモード切り替えをするために中間モード信号
ｃを、エンジン出力分配器３２へ出力し、水陸両用車２１が中間モードのとき、水深計７
１の出力が第４の水深閾値Ｓ３４以下になったと判定した場合、又は、水深計７１が水深
計測不能になったと判定した場合には、中間モードから陸上モードへのモード切り替えを
するために陸上モード信号ａを、エンジン出力分配器３２へ出力することを特徴としてい
る。
【００８０】
　このため、車両制御装置２７によって水陸両用車２１のモード切り替えを自動的に行う
ことができる。従って、水陸両用車２１の操作に習熟していない操作者が水陸両用車２１
を操作する場合や、水陸両用車２１を操作中の視界が悪い場合にも、水陸両用車２１のモ
ード切り替えをするタイミングを誤ってしまうおそれがない。
【００８１】
　また、本実施の形態例４の水陸両用車２１の車両制御装置２７でも、上記実施の形態例
１と同様に、水陸両用車２１が中間モードのとき、エンジン３１の回転トルクを検出する
エンジン回転トルクセンサ５２の出力（又はエンジン出力分配器３２と装軌２２との間に
介設されているトランスミッション３３の回転トルクを検出するトランスミッション回転
トルクセンサの出力）と、水陸両用車２１の車両速度を検出する車両速度センサ５１の出
力に応じて設定するエンジン回転トルク閾値Ｓ（又はトランスミッション回転トルク閾値
Ｓ）とを比較し、エンジン回転トルクセンサ５２の出力（又はトランスミッション回転ト
ルクセンサの出力）が、車両速度センサ５１の出力に対応した値のエンジン回転トルク閾
値Ｓ以下（又はトランスミッション回転トルク閾値Ｓ以下）になって装軌２２が空回りし
ていると判定した場合には、エンジン３１へエンジン出力増加信号ｄを出力する（トラン
スミッション３３へ減速比変更信号を出力する）ことを特徴としているため、中間モード
のときに水陸両用車２１の装軌２２が空回りしても、水陸両用車２１の車両速度を安定さ
せることができる。
【００８２】
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　＜実施の形態例５＞
　図８に基づき、本発明の実施の形態例５に係る水陸両用車２１の車両制御装置２７につ
いて説明する。なお、水陸両用車２１の装備や水陸両用車２１の陸上走行時、水上航行時
及び水際走行時の様子などについては上記実施の形態例１の場合と同様である（図１（ａ
）参照）。本実施の形態例５では、上記実施の形態例１で用いた水陸両用車２１の荷重の
代わりに地図データベースとＧＰＳ（Global Positioning System：全地球測位システム
）による水陸両用車２１の測位情報に基づいて（水際又は海岸線に関わる計測値に基づい
て）、車両制御装置２７による自動的なモード切り替えを行う。
【００８３】
　詳述すると、図８に示すように、本実施の形態例５の車両制御装置２７では、水陸両用
車２１に装備されているＧＰＳ受信機８１の出力（車両位置情報）を入力する。ＧＰＳ受
信機８１はＧＰＳ衛星からの信号を受信することにより、ＧＰＳ受信機８１を装備してい
る水陸両用車２１の測位情報を得るものである。
【００８４】
　車両制御装置２７は、水陸両用車２１に装備されているＧＰＳ受信機８１の出力（水陸
両用車２１の測位情報）を入力する。また、車両制御装置２７には、図１（ａ）に示す陸
上２３，水上２５、水際２６などに関する地図データベースが記憶されている。
【００８５】
　従って、図１（ａ）に示すように、車両制御装置２７は、水陸両用車２１が陸上モード
（陸上走行）のとき、ＧＰＳ受信機８１により得られる水陸両用車２１の測位情報と地図
データベースとを照合することによって、水陸両用車２１の車両位置（自車位置）情報を
得ることにより、水陸両用車２１が水際２６に達したと判定した場合には、陸上モードか
ら中間モードへのモード切り替えをするために中間モード信号ｃを、エンジン出力分配器
３２へ出力する。その結果、この中間モード信号ｃに基づいてエンジン出力分配器３２が
、エンジン３１の出力を装軌２２とウォータジェット２４の両方に伝えるため、水陸両用
車２１は装軌２２とウォータジェット２４の両方による水際走行を行うことにより、水上
２５へ向かって水際２６を下って行く。
【００８６】
　また、車両制御装置２７は、水陸両用車２１が中間モード（水際走行）のとき、ＧＰＳ
受信機８１により得られる水陸両用車２１の測位情報と地図データベースとを照合するこ
とによって、水陸両用車２１の車両位置（自車位置）情報を得ることにより、水陸両用車
２１が水上２５に達した（水深の深い位置に達した）と判定した場合には、中間モードか
ら水上モードへのモード切り替えをするために水上モード信号ｂを、エンジン出力分配器
３２へ出力する。その結果、この水上モード信号ｂに基づいてエンジン出力分配器３２が
、エンジン３１の出力をウォータジェット２４へ伝えることにより、水陸両用車２１はウ
ォータジェット２４によって水上航行を行う。
【００８７】
　また、車両制御装置２７は、水陸両用車２１が水上モード（水上航行）のとき、ＧＰＳ
受信機８１により得られる水陸両用車２１の測位情報と地図データベースとを照合するこ
とによって、水陸両用車２１の車両位置（自車位置）情報を得ることにより、水陸両用車
２１が水際２６に達したと判定した場合には、水上モードから中間モードへのモード切り
替えをするために中間モード信号ｃを、エンジン出力分配器３２へ出力する。その結果、
この中間モード信号ｃに基づいてエンジン出力分配器３２が、エンジン３１の出力を装軌
２２とウォータジェット２４の両方に伝えるため、水陸両用車２１は装軌２２とウォータ
ジェット２４の両方による水際走行を行うことにより、陸上２３へ向かって水際２６を上
って行く。
【００８８】
　また、車両制御装置２７は、水陸両用車２１が中間モード（水際走行）のとき、ＧＰＳ
受信機８１により得られる水陸両用車２１の測位情報と地図データベースとを照合するこ
とによって、水陸両用車２１の車両位置（自車位置）情報を得ることにより、水陸両用車
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２１が陸上２３に達したと判定した場合には、中間モードから陸上モードへのモード切り
替えをするために陸上モード信号ａを、エンジン出力分配器３２へ出力する。その結果、
この陸上モード信号ａに基づいてエンジン出力分配器３２が、エンジン３１の出力を装軌
２２へ伝えることにより、水陸両用車２１は装軌２２による陸上走行を行う。
【００８９】
　なお、中間モード（水際走行）において、装軌２２の空回りが発生したときの車両制御
装置２７によるエンジン出力制御については、上記実施の形態例１の場合と同様であり、
ここでの詳細な説明は省略する。
【００９０】
　以上のように、本実施の形態例５における水陸両用車２１の車両制御装置２７によれば
、水陸両用車２１が陸上２３から水上２５に向かうときの陸上モードから水際モードへの
モード切り替えを行うための中間モード信号ｃ及び水際モードから水上モードへのモード
切り替えを行うための水上モード信号ｂ、又は、水上２５から陸上２３へ向かうときの水
上モードから水際モードへのモード切り替えを行うための中間モード信号ｃ及び水際モー
ドから陸上モードへのモード切り替えを行うための陸上モード信号ａを、水際又は海岸線
に関わる計測値（ＧＰＳ受信機８１により得られる水陸両用車２１の測位情報と地図デー
タベースとを照合することによって得られる水陸両用車２１の車両位置情報）に基づいて
エンジン出力分配器３２へ出力することを特徴としている。
【００９１】
　具体的には、陸上モード信号ａに基づいてエンジン出力分配器３２がエンジン３１の出
力を装軌２２へ伝えることにより装軌２２によって陸上２３を走行する陸上走行と、水上
モード信号ｂに基づいてエンジン出力分配器３２がエンジン３１の出力をウォータジェッ
ト２４へ伝えることによりウォータジェット２４によって水上２５を航行する水上航行と
、中間モード信号ｃに基づいてエンジン出力分配器３２がエンジン３１の出力を装軌２２
とウォータジェット２４へ伝えることにより装軌２２とウォータジェット２４によって水
際２６を走行する水際走行とを行うことが可能な水陸両用車２１の車両制御装置２７であ
って、水陸両用車２１が陸上モードのとき、ＧＰＳ受信機８１により得られる水陸両用車
２１の測位情報と地図データベースとを照合することによって、水陸両用車２１の車両位
置情報を得ることにより、水陸両用車２１が水際２６に達したと判定した場合には、陸上
モードから中間モードへのモード切り替えをするために中間モード信号ｃを、エンジン出
力分配器３２へ出力し、水陸両用車２１が中間モードのとき、ＧＰＳ受信機８１により得
られる水陸両用車２１の測位情報と前記地図データベースとを照合することによって、水
陸両用車２１の車両位置情報を得ることにより、水陸両用車２１が水上２５に達したと判
定した場合には、中間モードから水上モードへのモード切り替えをするために水上モード
信号ｂを、エンジン出力分配器３２へ出力し、水陸両用車２１が水上モードのとき、ＧＰ
Ｓ受信機８１により得られる水陸両用車２１の測位情報と前記地図データベースとを照合
することによって、水陸両用車２１の車両位置情報を得ることにより、水陸両用車２１が
水際２６に達したと判定した場合には、水上モードから中間モードへのモード切り替えを
するために中間モード信号ｃを、エンジン出力分配器３２へ出力し、水陸両用車２１が中
間モードのとき、ＧＰＳ受信機８１により得られる水陸両用車２１の測位情報と前記地図
データベースとを照合することによって、水陸両用車２１の車両位置情報を得ることによ
り、水陸両用車２１が陸上２３に達したと判定した場合には、中間モードから陸上モード
へのモード切り替えをするために陸上モード信号ａを、エンジン出力分配器３２へ出力す
ることを特徴としている。
【００９２】
　このため、車両制御装置２７によって水陸両用車２１のモード切り替えを自動的に行う
ことができる。従って、水陸両用車２１の操作に習熟していない操作者が水陸両用車２１
を操作する場合や、水陸両用車２１を操作中の視界が悪い場合にも、水陸両用車２１のモ
ード切り替えをするタイミングを誤ってしまうおそれがない。
【００９３】
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　また、本実施の形態例５の水陸両用車２１の車両制御装置２７でも、上記実施の形態例
１と同様に、水陸両用車２１が中間モードのとき、エンジン３１の回転トルクを検出する
エンジン回転トルクセンサ５２の出力（又はエンジン出力分配器３２と装軌２２との間に
介設されているトランスミッション３３の回転トルクを検出するトランスミッション回転
トルクセンサの出力）と、水陸両用車２１の車両速度を検出する車両速度センサ５１の出
力に応じて設定するエンジン回転トルク閾値Ｓ（又はトランスミッション回転トルク閾値
Ｓ）とを比較し、エンジン回転トルクセンサ５２の出力（又はトランスミッション回転ト
ルクセンサの出力）が、車両速度センサ５１の出力に対応した値のエンジン回転トルク閾
値Ｓ以下（又はトランスミッション回転トルク閾値Ｓ以下）になって装軌２２が空回りし
ていると判定した場合には、エンジン３１へエンジン出力増加信号ｄを出力する（トラン
スミッション３３へ減速比変更信号を出力する）ことを特徴としているため、中間モード
のときに水陸両用車２１の装軌２２が空回りしても、水陸両用車２１の車両速度を安定さ
せることができる。
【００９４】
　なお、上記実施の形態例１～５では個別の判定条件に基づいてモード切り替えを行って
いるが、これに限定するものではなく、複数の判定条件に基づいて（複数の判定条件が各
閾値に達したとき）モード切り替えを行うようにしてもよい。例えば、水陸両用車２１に
かかる負荷値に関する複数の判定条件（即ち上記実施の形態例１，３の荷重検出値，回転
トルク検出値などの何れか複数の判定条件）を用いて、これら複数の判定条件が各閾値に
達したときにモード切り替えを行うことや、水際又は海岸線に関わる計測値に関する複数
の判定条件（即ち上記実施の形態例２，４，５の傾斜角検出値、水深計測値、車両位置情
報などの何れか複数の判定条件）を用いて、これら複数の判定条件が各閾値に達したとき
にモード切り替えを行うことや、更には水陸両用車２１にかかる負荷値に関する判定条件
（即ち上記実施の形態例１，３の荷重検出値，回転トルク検出値などの何れか１つ又は複
数の判定条件）と水際又は海岸線に関わる計測値に関する判定条件（即ち上記実施の形態
例２，４，５の傾斜角検出値、水深計測値、車両位置情報などの何れか１つ又は複数の判
定条件）とを用いて、これら複数の判定条件が各閾値に達したときにモード切り替えを行
うことが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００９５】
　本発明は水陸両用車の車両制御装置に関するものであり、水陸両用車の陸上モード（陸
上走行）、水上モード（水上航行）、中間モード（水際走行）のモード切り替えを自動的
に行う場合に適用して有用なものである。
【符号の説明】
【００９６】
　２１　水陸両用車
　２２　装軌
　２３　陸上
　２４　ウォータジェット
　２５　水上
　２６　水際
　２７　車両制御装置
　３１　エンジン
　３２　エンジン出力分配器
　３３　トランスミッション
　３４　スプロケット（動輪），車輪
　４１　荷重センサ（歪みゲージ）
　４２　トーションバー
　４３　連結部材
　４４　ベアリング
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　５１　車両速度センサ
　５２　エンジン回転トルクセンサ
　６１　車両傾斜角センサ（ジャイロ）
　７１　水深計
　８１　ＧＰＳ受信機
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